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１    

  （理 ） 

１条  北海商科大学（以下「本学」という。）は、法 の めるとこ に い、「 者 の 」と

いう 学の に き、 格の と 体の 成に め、 に た の を 成する。 

 （ ・目 ） 

２ 本学は、上記 １条の 学の に い、 の学術とその 用を研究教 し、 く を けると

ともに、北海 の と文 の 上、 いては ー ルな に することを として、「ア

ジアの時 にアジアを学 」ことを教 の目 とする。 

３ 本学は、学科ごとに、 の 成に関する目 その の教 研究上の目 を め、 く 会に公表す

る。その目 は、 に める。 

（ 等） 

２条 本学は、教 研究 の 上に資するため、教 研究、 に 備（以

下「教 研究 等」という。）の に いて ら を行い、その を公表する。 

２ 前項の に関する事項に いては、 に める。 

 （認 ） 

３条 本学は、前条の に え、教 研究 等の 合 な に いて、 で める期間ごとに、

文 科学大 の認 を受けた者による を受ける。 

 （ファ ル ・ ッ メント） 

４条 本学は、 の内容 方法の を図るため、 な研修 研究の に める。 

  （学 、学科、入学 容 ） 

５条  本学に、 の学 学科を き、入学 容 は、 のとお とする。 

 

 

 

 

 

２ 本大学に 大学院を く。大学院の学 は に める。 

 

  （修 限 学期間） 

６条  本学の修 限は４ とし、 学期間は修 限の２ を えることができない。 

  （学 期間） 

条  学 は、４ １日に ま 、翌 ３ ３１日に る。 

２ 学 を の２学期（ メスター）に分ける。 

    前期 メスター  ４ １日から ３０日まで 

    期 メスター  １０ １日から翌 ３ ３１日まで 

学 名 学  科  名 入学  容  

商学  
商学科 １２０名 ４ ０名 

学科 ６０名 ２４０名 
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  （ 日） 

条  日は、 のとお とする。 

（１）日 日 

（２）国 の祝日  国 の祝日に関する法 （ 和２３ 法 １ ）に する日 

（３）北海学園 立記 日  ５ １６日 

（４） 日  １日から ２０日まで 

（５） 日  １２ ２３日から翌 １ 日まで 

（６）学 日 ２ ５日から３ ２３日まで 

２  学 は、 日を し、 時 日を け、 は 日に を行うことができる。 

 

２   入学、 入学、 学科、 学（ 学）、 学（ 入学）、除 （ ）、 学 学 

  （入学） 

条  本学に入学することのできる者は、 の のいずれかに 当するものとする。 

（１） 等学 を した者 

（２） の 程によ １２ の学 教 の 程を修 した者（ の 程以 の 程によ これに 当

する学 教 を修 した者を む） 

（３） 国において学 教 における１２ の 程を修 した者 はこれに ずる者で文 科学大 の

した者 

（４）文 科学大 が 等学 の 程と 等の 程を するものとして認 した 教 の当 程

を修 した者 

（５）専修学 の 等 程（修 限が３ 以上であることその の文 科学大 が める を たす

ものに限る）で文 科学大 が に したものを文 科学大 が める日以 に修 したもの 

（６）文 科学大 の した者 

（ ） 等学 程度認 による 等学 程度認 に合格した者（ 程による大学

入学 に合格した者を む。） 

（ ）その 、 当の に し 等学 を した者と 等以上の学 があると本学が認めた者 

10条  本学に入学を する者は、 の書類に 表２に める入学 を えて、 の期日まで

に、学 に い出なければならない。 

11条  入学を する者に しては、 に める入学 程によ 、 の入学 を行い、合格者

を する。 

２ 前項による合格の を受けた 者のう 、 の期日までに本学 の手 を した者に、学

は、入学を する。 

  （ 入学） 

12条  本学に 入学を する者があるときは、 に める 程に き、 入学を することがで

きる。 

２  本学に 入学を する者は、 の のいずれかに 当する者とする。 

（１）本学に２ 以上 学した 学者で、 入学を する者 

（２）大学に２ 以上 学し、 の 位を修 している者（ の 位を修 した 学者も む。） 

（３）大学、 期大学 は 等専 学 を した者 
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（４）専修学 の専 程のう 、文 科学大 の める を たすものを修 した者（ただし、

条の のいずれかに 当する者に限る。） 

（５）その 、 当の に し、本項 １ は ２ に 当する者と 等以上の学 があると認めら

れた者 

３  前項の 程によ 、本学に 入学を された者の入学前に修 した 科目の 位（科目等 修

として修 した 位を む。）の い に入学前の大学、 期大学、 等専 学 は専修学 にお

ける 学 数を本学における 学期間 の 入等に いての いは、 に める 程による。 

  （ 学科） 

1 条  本学の学 で、 属の学科を しようとする者に いては、 のある場合に限 、学 は、

これを することができる。 

  （ 学 学） 

14条  学 は、 その の事情で き き３か 以上修学できないとき、その の事 があると

認められたときは、学 の を て、 学することができる。                                                   

２ 学は、当 度限 とする。ただし、 の事 があるときは、さらに 学を することができる。 

３ 学期間は、 ６条の 学期間に えない。 

４ して 学できる期間は、４ 以内とする。 

５ 前項による 学期間 にその事 が したときは、学 の を て学 の め は 期の めに

学することができる。 

  （ 学 入学） 

15条  本学を 学しようとする者は、その事 を記し、保 連 の上、学 に い出、学 の を

受けなければならない。 

 ２  前項による 学者が３ 以内に 入学を い出た場合は、学 は、これを することができる。 

  （除 ） 

16条  学 が の のいずれかに 当する場合は、学 は、除 することができる。 

（１） ６条に する 学期間を えるとき 

（２） したとき 

（３） 期に た 行方不 になったとき 

（４） 等の 付を してもなお 入しないとき 

（５） 学期間 前に、 学、 学 は 学の い出がないとき 

（６）入学を したとき 

２  前項 ３ は ４ 、 ５ によ 除 された者が３ 以内に を い出たときは、学 は、こ

れを することができる。 

  （ 学） 

17条  本学の学 で、 の大学に 学を する者は、学 に い出、学 の を受けなければなら

ない。 

  （ 学） 

18条  学 が修学のために 国の大学 期大学、 はその の 当と認められる教 ・研究機関に

学する場合は、 ２６条の を 用する か、 に める 程による。 

２ 学期間 に、学 が前項の機関等に 学する場合も前項と とする。ただし、 ２６条 ３項は
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用しない。 

  （ 学 の ） 

1 条 本大学の学 は、 の大学に することは認めない。 

 

      ３   科目、 修方法、 位認  

  （ 科目） 

20条  科目は、 文 科目、専 科目、専 関連科目、専 科目、専 リアアッ 科

目に分かれ、 位数、 当、 修科目、 科目 科目の区分は、 表１のとお とする。 

  （１ 間の 期間）  

21条  １ 間の を行う期間は、 等の期間を め、３５ に たることを とする。 

  （ 位数の ） 

22条  科目に する 位の は、１ 位の 科目は４５時間の学修を 要とする内容をもって

成することを とし、１５時間の をもって１ 位とすることを とする。 

  （ 修科目の ） 

2 条  学 は、 修科目その の科目に き 修しようとする 科目を、 の期日までに学 に提

出し、 認を なければならない。 

 （ 位修 の認 ） 

24条  修した 科目の 位修 の認 は、 成 と平 の成 とを 合し、学 が行うものとす

る。 

２ 位修 のため、数 の の が される。この のう には、レポート提出、 等

も まれる。 

３  むを ない事 のため、前項の を受けることができなかった者に いては、 を行うこと

ができる。 

  （成 の ） 

25条  による成 の は、 、 、 、 、 、 とし、 、 、 、 、

を合格とし、 を不合格とする。 

２  合格した 科目に いては、 の 位を える。 

  （ の大学 は 期大学における 科目の 修、 に大学以 の教 等における学修） 

26条  本学は、教 上 と認めるときは、 の大学 は 期大学等との に き、学 が当 大

学等の 科目を 修することを認めることができる。 

２ 本学は、教 上 と認めるときは、 等専 学 等大学以 の教 との に き、学 が

行う 等専 学 等大学以 の教 における学修その 文 科学大 が に める学修を本学にお

ける 科目の 修とみなし、学 が 位を えることができる。 

３  １項 ２項によ 学 が 科目を 修 は学修するために本学を れて の に する期

間は、本学の 学期間に めることができる。 

４ １項 ２項によ 修 は学修した 科目に いて修 した 位に いては、合 せて６０

位を えない で本学において修 した 位とみなすことができる。 

  （入学前の 修 位の認 ） 

27条 本学は、教 上 と認めるときは、 たに本学の１ に入学した学 が、本学に入学する前
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に大学 は 期大学において 修した 科目に いて修 した 位（科目等 修 として修 した

位を む。）を本学における 科目の 修によ 修 したものとみなし、 に める認 によ 、

学 が 位を えることができる。 

２ 前項によ 修 したものとみなし、 は えることができる 位数は、 入学の場合を除き、６０

位を えないものとする。ただし、 ６条に める修 限の は行 ない。 

 

４  学士の学位 

  （ の要 等） 

28条  本学に４ 以上 学し、 の に める 位を め合 １２４ 位以上を修 した者に いて

は、学 が を認 し、 書を する。 

（１） 文 科目においては、 表１に る語学 位以上 

（２）専 科目においては、 表１に る 修科目１５ 位以上 

（３）専 科目においては、 表１に る 修科目４ 位以上 

  （学士の学位） 

2  条 本学を した者には、学士（商学）の学位を する。 

２ 学位 に関する 程は に める。 

 

５   等の 入 等の 除 

（ 等の 入）                                                                                              

0条  学 は、 表２に める入学 、 、教 大学 を の期間内に 入しなけ

ればならない。 

２  の事情によ 、前項の 入 の 入が な場合は、学 は、 に めるとこ によ 当 入

を することができる。 

（ 等の 除） 

1条  学者は、その期間 の 、教 大学 の 入を 除する。ただし、 表２に

よる 分 期の で 学、 学 は 学する場合は、その分 期の 、教 大学

の 入を 除しない。 

 （入学 等の不返 ） 

2条 に 入した入学 、入学 、 、教 大学 は、これを返 しない。 

 

６   研究 、 、科目等 修  

（研究 ） 

条  本学において 事項に いて研究しようとする者があるときは、学 は、 の上、研究 と

して入学を することができる。 

２  研究 の いは、 に める 程による。 

  （ ） 

4条  公 体 は の機関から 科目に いて修学を される者があるときは、学 は、 の

上、 として入学を することができる。 

  （ 科目等 修 ） 
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5条  本学は、 の大学 は 期大学等との に き、当 大学等の学 に 科目等 修 とし

て の 科目の 修 位の修 を認めることができる。 

２  科目等 修 の 、入学 受 の いに いては、当 科目等 修 が 属す

る大学との によ める。 

３ 科目等 修 の いは、 に める 程による。 

 （一 科目等 修 ） 

6条 本学における 科目 、１科目 は数科目の 修を い出る者があるときは、 の上、一

科目等 修 として当 科目の 修 位の修 を認めることができる。 

２ 一 科目等 修 の いは、 に める 程による。 

  （ 、一 科目等 修 の資格 修） 

7条  は一 科目等 修 を する者は、 条の入学資格と 等以上の資格を する者で

なければならない。 

２  教 の の 要資格を するために一 科目等 修 を する者の教 程 科

目の 修に いては、 に める。 

  （研究 、 、一 科目等 修 の手 ） 

8条  研究 を する者は、 の入学 書に本学において研究しようとする 事項を記載し、

表３に める審査 を えて、 い出なければならない。 

条 は一 科目等 修 を する者は、 の入学 書に 修しようとする 科目を記

載し、 表３に める入学 を えて、 い出なければならない。 

  （ 位修 書） 

40条  、 科目等 修 一 科目等 修 は、その 修した科目に いて、 に合格し

た者には、本 の請 によって 位修 書を 付する。 

 （入学 受 等） 

41条 研究 、 、一 科目等 修 は、 表３に める入学 、研究 は受 を 入しなけ

ればならない。 

２ に 入した入学 、研究 は受 は、これを返 しない。 

３ 海 との学 に く 科目等 修 の入学 、入学 受 は、 の手 を

て不 とする。 

 

   

  （表 ） 

42条  学 の な学 は、 に める 程によ 、これを表 する。 

4 条 本学学 英のため、 学 度を ける。 

２ 学 程は、 に める。 

  （ ） 

44条 学 が、学 これに いて められた 程に し、 しくは学内の を し、 は

学 としての本分にもとる行 があったときは、学 はこれに して を行う。 

２  は、 、 学 学の３ とし、 学は、 の のいずれかに 当する者に して行う。 

（１） 行 その の 法行 （ 大な 法 ） 
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（２） スメント等の を する行  

（３） 等における不正行 論文等の作成における学 理に する行  

（４）情報 理に する行  

（５）学 理に する行  

（６）学 の学 、研究およ 教 の教 研究 等の正当な を する行  

（ ）本学の名 は信用を しく ける行  

（ ）その 学 としての本分に する行  

 

    教  

（教 の の 要資格の ） 

45条  教 の 要資格を しようとする者は、 に 要な 位を修 する か、

に める教 程 修 程に い、教 法（ 和24 法 147 ） 教 法 行

（ 和2 文 26 ）に める 要の 位を修 しなければならない。 

２  本学において 要資格を できる教 の 類 教科は、 のとお とする。 

 

 

  

 

 

３ 教 程を 修するために 要な事項は、教 程 修 程において める。 

４ 教 程 科目を 修する者は、 表３に める受 を 入しなければならない。 

 

  公  

（公 ） 

46条  本学は、 要に 公 を する。 

２  公 の に いては、 に める。 

 

10   保  

  （ 務 ） 

47条  本学教 学 の保 のため 務 を け、 の 務を行う。 

（１） 学 期の  

（２）  

（３） の  

 

11    

（教 ） 

48条  本学に、 の教 を く。 

（１）学  

（２）学  

学   学    科    の  類 教  科 

商学  

商 学 科 等学 教 一  
公   

商   

学科 等学 教 一  
公   

商   

―　7　―



- 8 - 

（３）教 、 教 、 教 

（４）事務 管理  

２ 学 は、前項の かに 要とする教 を くことができる。 

３ 教 、 教 、 教の に関する 程は、 に める。 

 

 （学 ） 

4 条 学 は、本学の教 研究等の一 を し、 属の教 を する。 

 （学 ） 

50条 学 は、学 の 務を し、学 を するとともに本学の教 研究等の に関する 務

の 行に を持 。 

 （教 会） 

51条 本学に、 要な事項を審 するため教 会を き、 の 成 をもって 成する。 

（１）専 の教 、 教 、  

（２）学 が 名する  

２ 教 会は、学 が し、その となる。 

３ 教 会は、 に る事項に いて を行うに当た を るものとする。 

（１）学 の入学、 程の修 に関する事項 

（２）学位の に関する事項 

（３）前 2 に るものの か、教 研究に関する 要な事項で、教 会の を くことが 要なも

のとして学 が める事項 

４ 教 会は、前項に するものの か、 の事項に いて審 し、学 等の めに 、 を

ることができるものとする。 

（１）学 、学科、 程に関する事項 

（２）大学の 要行事に関する事項 

（３）その 教 研究に関する 要な事項 

 

 （教 ・研究の 行に関する会 ） 

52 条 本学に、教 会の 成 の一 から 成される教 ・研究の 行に関するスタッフ会 を き、

本学の 要事項に関する 本 な方 に いて審 と を行い、学 よ された事項に して

申する。 

２ スタッフ会 の 成、 務、審 事項 機 に いては、 に める。 

 （教 研究 会） 

5 条 本学に、教 研究 会を き、本学の教 研究 等に して な を行い、 の

ための を学 に提出する。 

２ 教 研究 会の 成 に いては、 に める。 

（ ンター 会） 

54条 本学の教 研究 等の 、 上をはかるために、 の ンター 会を く。 

（１）教務 ンター 

（２）学術 ンター 
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（３）入 ・ 報 ンター 

（４）学 支 ンター 

（５） リア支 ンター 

（６）国際 ンター 

（ ）情報 ス 会 

２ 前項の ンター 会に関する 程は、 に める。 

55条 前条 １項の か 要に て 会を けることができる。 

 （名 教 ） 

56条 本学において学 、学 、教 、 教 は として 務した者であって、教 上 は学術

上 に のあった者に して、学 は、 に める 程に き、名 教 の を する。 

 （事務 ） 

57条 事務に関する 、機 事務分 に いては、 に める。 

 

12   附属  

  （図書館） 

58条  本学に、図書館を き、図書その の文 研究資 を 管理し、教 学 の に

する。 

２  図書館に関する 程は、 に める。 

（ 研究 ） 

5 条  本学に、 研究 を く。 

２  研究 に関する 程は、 に める。 

（研修 ） 

60条  本学に、研修 を く。 

２  研修 の管理 利用に いては、 に める。 

 

      附   

１  この学 は、学 の 認を て、理事会の によ することができる 

２  この学 は、 和52 ４ １日から 行する。 

      附   

    この学 は、 和5 ４ １日から 行する。 

      附   

    この学 は、 和56 ４ １日から 行する。 

      附   

    この学 は、 和58 ４ １日から 行する。 

      附   

    この学 は、 和5 ４ １日から 行する。 

      附   

    この学 は、 和60 ４ １日から 行する。 

      附   
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    この学 は、 和61 ４ １日から 行する。 

      附   

    この学 は、 和62 ４ １日から 行する。 

      附   

    この学 は、 和6 ４ １日から 行する。 

      附   

    この学 は、平成 ４ １日から 行する。 

      附   

    この学 は、平成 ２ ４ １日から 行する。 

 

      附   

    この学 は、平成 ３ ４ １日から 行する。 

  ただし、 ２条 １項の にかか らず、平成３ 度から平成11 度までの間の入学 は、 のと

お とする。 

                                                                                                               

 

 

 

 

      附   

    この学 は、平成 ４ １ １日から 行する。 

      附   

    この学 は、平成 ４ ４ １日から 行する。 

      附   

    この学 は、平成 ５ ４ １日から 行する。 

 

      附   

１  この学 は、平成 ６ ４ １日から 行する。 

２  平成６ 度から平成 11 度までの間の入学 容 は、 ２条 １項の にかか らず、

のとお とする。 

 

 

 

３  18 条 その 表、なら に 24 条に める 位数は、平成６ 度１ 入学者から 用し、平

成５ 度以前の入学者に いては 前の による。 

      附   

    この学 は、平成 ４ １日から 行する。 

      附   

１  この学 は、平成 ４ １日から 行する。 

学 、学科等 入学  

商  学    商  学  科 ２２５名 

学 名 学 科 名 入学  容  

商学  
商   学   科 １ ５名 ００名 

学科 １００名 ４００名 
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２  平成 度から平成11 度までの間の入学 入学 に 容 は、 ２条 １項の

にかか らず、 のとお とする。 

 

 

 

 

      附   

１  この学 は、平成 ４ １日から 行する。 

２  平成 度から平成11 度までの間の入学 入学 に 容 は、 のとお とする。 

 

 

 

 

３  18条 その 表は、平成 度１ 入学者から 用し、平成 度以前の入学者に いては

前の による。                                                                                             

      附   

１  この学 は、平成10 ４ １日から 行する。 

２  平成 10 度から平成 11 度までの間の入学 入学 に 容 は、 のとお とす

る。 

 

 

 

 

 

３  18条 25条 にその 表は、平成10 度１ 入学者から 用し、平成 度以前の入学

者に いては 前の による。 

      附   

１  この学 は、平成11 ４ １日から 行する。 

２  平成11 度までの間の入学 入学 に 容 は、 のとお とする。 

 

 

 

 

３  18条 その 表は、平成11 度１ 入学者から 用し、平成10 度以前の入学者に いては

前の による。 

      附   

１  この学 は、平成12 ４ １日から 行する。 

２  平成12 度の入学 入学 に 容 は、 のとお とする。 

学 名 学  科  名 入学  
入学  

（３ ） 
容  

商学  
商   学   科 １ ５名 ２０名 ４０名 

学科 １００名  ４００名 

学 名 学  科  名 入学  
入学  

（３ ） 
容  

商学  
商   学   科 １ ５名 ２０名 ４０名 

学科 １００名  ４００名 

学 名 学  科  名 入学  
入学  

（３ ） 
容  

商学  
商   学   科 １ ５名 ２０名 ４０名 

学科 １００名 ２０名 ４４０名 

学 名 学  科  名 入学  
入学  

（３ ） 
容  

商学  
商   学   科 １ ５名 ２０名 ４０名 

学科 １００名 ２０名 ４４０名 
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３  18条、 24条 25条 にその 表は、平成12 度１ 入学者から 用し、平成11 度

以前の入学者に いては 前の による。 

附   

１  この学 は、平成1 ４ １日から 行する。 

２ 平成1 度の入学 入学 に 容 は、 のとお とする。 

 

 

 

                                                                                                                

 

３  条、 18条 その 表、 21条、 21条の２、 21条の３、 24条、 28条、 8条は、

平成1 度１ 入学者から 用し、平成12 度以前の入学者に いては 前の による。 

附   

１  この学 は、平成14 ４ １日から 行する。 

２ 平成14 度の入学 入学 に 容 は、 のとお とする。 

 

 

                                                                                                               

 

 

３  18条 その 表、 24条、 28条、 8条は、平成14 度１ 入学者から 用し、平成1

度以前の入学者に いては 前の による。 

附   

１  この学 は、平成15 ４ １日から 行する。 

２ 平成15 度の 容 は、 のとお とする。 

 

 

 

                                                                                                                

 

３  ２条 24条は、平成15 度１ 入学者から 用し、平成14 度以前の入学者に いては

前の による。 

附   

１  この学 は、平成16 ４ １日から 行する。 

学 名 学  科  名 入学  
入学  

（３ ） 
容  

商学  
商   学   科 １００名 ２０名 ６６５名 

学科 １００名 ２０名 ４４０名 

学 名 学  科  名 入学  
入学  

（３ ） 
容  

商学  
商   学   科 １００名 ２０名 ５ ０名 

学科 １００名 ２０名 ４４０名 

学 名 学  科  名 入学  
入学  

（３ ） 
容  

商学  
商   学   科 １００名 ２０名 ５１５名 

学科 １００名 ２０名 ４４０名 

学 名 学  科  名 入学  容  

商学  
商   学   科 １００名 ４２０名 

学科 ５０名 ３ ０名 
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２ 平成16 度の 容 は、 のとお とする。 

 

 

 

                                         

 

附   

１  この学 は、平成17 ４ １日から 行する。 

２ 平成17 度の 容 は、 のとお とする。 

 

 

                                          

 

 

３  ２条 条 10条は、平成17 度１ 入学者から 用し、平成16 度以前の入学者に いて

は 前の による。 

 

附   

１  この学 は、平成18 ４ １日から 行する。 

２ ただし、北海学園北 大学から北海商科大学に名 することに いては、平成18 ４ １日に

している者から 用する。 

３ 条、 18条 その 表、 2 条、 24条は、平成18 度１ 入学者から 用し、平成17

度以前の入学者に いては 前の による。 

 

附   

１  この学 は、平成1 ４ １日から 行する。 

 

附   

１  この学 は、平成20 ４ １日から 行する。 

２ 1 条 その 表１は、平成18 度１ 入学者から 用し、平成17 度以前の入学者に いて

は 前の による。 

 

附   

１  この学 は、平成22 ４ １日から 行する。 

２ 20条 その 表１は、平成18 度１ 入学者から 用し、平成17 度以前の入学者に いて

は 前の による。 

３ 28条は、平成21 度１ 入学者から 用し、平成20 度以前の入学者に いては 前の に

よる。 

附   

学 名 学  科  名 入学  容  

商学  
商   学   科 １００名 ４００名 

学科 ５０名 ３００名 

学 名 学  科  名 入学  容  

商学  
商   学   科 １００名 ４００名 

学科 ５０名 ２５０名 
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１  この学 は、平成2 ４ １日から 行する。 

２ 14 条、 20条 その 表１、 表２は、平成1 度１ 入学者から 用し、平成18 度以

前の入学者に いては 前の による。 

附   

１  この学 は、平成24 ４ １日から 行する。 

２ 20条 その 表１は、平成1 度１ 入学者から 用し、平成18 度以前の入学者に いて

は 前の による。 

 

附   

１  この学 は、平成25 ４ １日から 行する。 

２ 20条 その 表１は、平成1 度１ 入学者から 用し、平成18 度以前の入学者に いて

は 前の による。 

 

附   

１  この学 は、平成27 ４ １日から 行する。 

２ 5条、 8条、 1 条、 15条、 16条、 17条、 24条、 26条、 27条、 44条、

51条は、平成21 度１ 入学者から 用する。 

３ 5条 1項の にかか らず、平成27 度から平成2 度までの入学 容 は、

のとお とする。 

  平成27 度 

 

 

 

 

平成28 度 

 

 

 

 

平成2 度 

 

 

 

 

附   

１  この学 は、平成28 ４ １日から 行する。 

２ 16条は、平成21 度１ 入学者から 用する。 

３ 20条、 表 （1）、（2）は、平成28 度１ 入学者から 用する。 

 

学 名 学  科  名 入学  容  

商学  
商   学   科 １２０名 ４２０名 

学科 ６０名 ２１０名 

学 名 学  科  名 入学  容  

商学  
商   学   科 １２０名 ４４０名 

学科 ６０名 ２２０名 

学 名 学  科  名 入学  容  

商学  
商   学   科 １２０名 ４６０名 

学科 ６０名 ２３０名 
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附   

１  この学 は、平成2 ４ １日から 行する。 

２ 28条 その 表１は、平成2 度１ 入学者から 用し、平成28 度以前の入学者に いて

は 前の による。 

附   

１  この学 は、平成 0 ４ １日から 行する。 

２ 28条 その 表１は、平成 0 度１ 入学者から 用し、平成2 度以前の入学者に いて

は 前の による。 

附   

１  この学 は、平成 1 ４ １日から 行する。 

２ 28条 その 表１は、平成 1 度１ 入学者から 用し、平成 0 度以前の入学者に いて

は 前の による。 
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別表１　（1）商学部・商学科

　１．異文化交流科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
英会話Ⅰ 9 9
英会話Ⅱ 9 9
英会話Ⅲ 6
英会話・作文Ⅰ 6 6
英会話・作文Ⅱ 4 4
中国語Ⅰ 9 9
中国語Ⅱ 9 9
留学中国語 12 12
海外中国語 15 15
中国語会話・作文Ⅰ 6 6
中国語会話・作文Ⅱ 4 4
韓国語Ⅰ 9 9
韓国語Ⅱ 9 9
留学韓国語 12 12
海外韓国語 15 15
韓国語会話・作文Ⅰ 6 6
韓国語会話・作文Ⅱ 4 4
論理と思考A 3 3
論理と思考B 3 3
近代社会と倫理学A 3 3
近代社会と倫理学B 3 3
哲学と社会思想A 3 3
哲学と社会思想B 3 3
市民社会と自由A 3 3
市民社会と自由B 3 3
日本近代とアジアA 3 3
日本近代とアジアB 3 3
東アジアの動きA 3 3
東アジアの動きB 3 3
日本文化と東アジアＡ 3 3
日本文化と東アジアB 3 3
日本文学と日本語A 3 3
日本文学と日本語B 3 3
国際経済の動きA 3 3
国際経済の動きB 3 3
言語の科学A 2 2
言語の科学B 2 2
国際社会と異文化交流A 2 2
国際社会と異文化交流B 2 2
異文化と言語Ａ 2 2
異文化と言語Ｂ 2 2
国際社会と安全保障Ａ 2 2
国際社会と安全保障Ｂ 2 2
スポーツの科学 2 2
中国社会文化特講 1 1
韓国社会文化特講 1 1
社会と経済（中国） 2 2
社会と経済（韓国） 2 2
キャリアリテラシー 3 3
地域比較開発論 3 3
都市比較デザインの現状 3 3
現代社会と情報ネットワークＡ 3 3
現代社会と情報ネットワークＢ 3 3
文化心理学Ａ 3 3
文化心理学Ｂ 3 3
ＩＴ＆メディアＡ 2 2
ＩＴ＆メディアＢ 2 2
東アジア比較開発Ａ 2 2
東アジア比較開発Ｂ 2 2
異文化コミュニケーションA 1 1
異文化コミュニケーションB 1 1
異文化コミュニケーションC 1 1
異文化コミュニケーションD 1 1
異文化コミュニケーションE 1 1
異文化コミュニケーションF 1 1

年　次　及　び　単　位　数
備　考

区
分

授業科目

語
　
　
学

社
　
　
会
　
　
と
　
　
文
　
　
化

１年

（卒業要件）
必修科目（語学9単
位以上、専門基礎
科目15単位以上、
専門科目（ゼミナー
ル科目）4単位以
上）を含み、合計
124単位以上（ただ
し、自由科目を除
く。）

2年 3年 4年
計
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 　１．異文化交流科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
異文化コミュニケーションG 11
異文化コミュニケーションH 11
社会文化ゼミナール 22
異文化ゼミナール 22

　２．専門基礎科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
経済と社会の仕組みⅠ 33
経済と社会の仕組みⅡ 22 15単位以上

経済システム理論Ⅰ 33
経済システム理論Ⅱ 22
コンピュータ・リテラシーⅠ 33
コンピュータ・リテラシーⅡ 22

小　　計 0 0 9 6 0 0 0 0 15

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
経済理論A 3 3
経済理論B 2 2
応用経済A 3 3
応用経済B 2 2
北海道経済論 2 2
日本経済論A 22
日本経済論B 22
現代中国経済論 22
現代韓国経済論 22
比較企業形態論 22
アジア比較文化論 2 2
アメリカ比較文化論 2 2
比較経済論A 22
比較経済論B 2 2
国際関係論（政治学を含む） 22
環境科学論 22
環境経済論 22
公共経済論 2 2
労働経済論 22
情報社会と統計 22
社会心理学 2 2
地域交通体系論 22
都市計画論 22
民法基礎 22
商法基礎 2 2
経済法 2 2
労働法 2 2
法社会の基礎 2 2
現代アメリカ政治A 22
現代アメリカ政治B 22
社会調査方法論Ａ 22
社会調査方法論Ｂ 22
地域コニュニティ論 2 2
現代中国論Ａ 22
現代中国論Ｂ 22
東アジア政治思想Ａ 22
東アジア政治思想Ｂ 22

区
分

専
　
　
門
　
　
関
　
　
連
　
　
科
　
　
目

授業科目

専
門
基
礎
科
目

年　次　及　び　単　位　数
4年

計
１年 2年 備　考

区
分

授業科目

区
分

授業科目

社
会
と
文
化

　３．専門関連科目

3年

4年
計

備　考2年 3年
年　次　及　び　単　位　数

年　次　及　び　単　位　数
備　考１年 2年 3年 4年

計

１年
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1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
特 講 Ⅰ

特 講 Ⅱ

特 講 Ⅲ

特 講

特別ゼミナールⅠ

特別ゼミナールⅡ

特別ゼミナールⅢ

特別ゼミナール

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
ーケティン Ⅰ 3 3
業経 論Ⅰ 3 3

システ 論Ⅰ 3 3
ア ンティン Ⅰ 2 2

理論Ⅰ 3 3
国際経 論Ⅰ 3 3

流システ 論Ⅰ 3 3
理会計論Ⅰ 3 3

経 分 論Ⅰ 3 3
流 論Ⅰ 3 3
ーケティン Ⅱ 3 3
業経 論Ⅱ 3 3

システ 論Ⅱ 3 3
ア ンティン Ⅱ 2 2

理論Ⅱ 3 3
国際経 論Ⅱ 3 3

流システ 論Ⅱ 3 3
理会計論Ⅱ 3 3

経 分 論Ⅱ 3 3
流 論Ⅱ 3 3
流 論 2 2

論 2 2
国際 論 2 2
アント ナーシッ 論 2 2
国際 ジネスコミュニケーション 2 2
国際経 論 2 2
中 業経 論 2 2

業経 論 2 2
表論 2 2

計 論 2 2
コ ース ゼミナールⅠ 2 2 ゼミナール科目

コ ース ゼミナールⅡ 2 2 4単位以上

コ ース ゼミナールⅢ 2 2
コ ース ゼミナール 2 2
卒業論文 4 4

　5 業学科専門科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
学Ⅰ 3 3

業論Ⅰ 3 3
地理論Ⅰ 3 3

論Ⅰ 3 3
業論Ⅰ 3 3

論Ⅰ 3 3
情報学Ⅰ 3 3

１

１

１

備　考１年 2年 3年 4年
計

１

１

区
分

授業科目 備　考１年 2年 3年 4年
計

年　次　及　び　単　位　数

１

１

１

年　次　及　び　単　位　数

区
分

授業科目

　 ．専門 科目

区
分

授業科目

専
門

科
目

Ａ

　4 商学科専門科目

Ｂ

年　次　及　び　単　位　数
備　考１年 2年 3年 4年

計

Ａ
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 　5 業学科専門科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
学Ⅱ 3 3
業論Ⅱ 3 3

地理論Ⅱ 3 3
論Ⅱ 3 3

業論Ⅱ 3 3
論Ⅱ 3 3

情報学Ⅱ 3 3
2 2

論 2 2
論 2 2
論 2 2

地域 論 2 2
論 2 2

ジネス論 2 2
文化論 2 2
業 2 2

ツーリ 2 2
ゼミナールⅠ 2 2
ゼミナールⅡ 2 2
ゼミナールⅢ 2 2
ゼミナール 2 2

卒業論文 4 4

　6 専門キャリアアッ 科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
情報 理論Ⅰ 2 2
情報 理論Ⅱ 2 2
情報 理論Ⅲ 2 2

業 論Ⅰ 2 2
業 論Ⅱ 2 2
業 論Ⅲ 2 2
業 論 2 2

社会 論Ⅰ 2 2
社会 論Ⅱ 2 2
社会 論Ⅲ 2 2
社会 論 2 2
社会 論 2 2

会計論Ⅰ 2 2
会計論Ⅱ 2 2
会計論Ⅲ 2 2

商 論Ⅰ 2 2
商 論Ⅱ 2 2
商 論Ⅲ 2 2
商 論 2 2
Ａ （専門 中国語）Ⅰ 2 2
Ａ （専門 中国語）Ⅱ 2 2
Ａ （専門 中国語）Ⅲ 2 2
Ａ （専門 中国語） 2 2
Ａ （専門 韓国語）Ⅰ 2 2
Ａ （専門 韓国語）Ⅱ 2 2
Ａ （専門 韓国語）Ⅲ 2 2
Ａ （専門 韓国語） 2 2
Ａ （Ｔ Ｉ 英語）Ⅰ 2 2
Ａ （Ｔ Ｉ 英語）Ⅱ 2 2
Ａ （Ｔ Ｉ 英語）Ⅲ 2 2
Ａ （Ｔ Ｉ 英語） 2 2

3年 4年
計

年　次　及　び　単　位　数
１年

Ｂ

授業科目

A
　

　

　
科
目

区
分

区
分

授業科目

年　次　及　び　単　位　数
備　考

計
１年 2年 3年 4年

備　考2年
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 　6 .専門 リアア 科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
ンターンシ Ⅰ 2 2
ンターンシ Ⅱ 2 2
業 Ⅰ 22
業 Ⅱ 2 2 科目

商業科 法Ⅰ 2 2 科目

商業科 法Ⅱ 2 2 科目

公民科 法Ⅰ 2 2 科目

公民科 法Ⅱ 2 2 科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
論 22

理 22
心理学 22
経 論 22

論 22
方法論 2 2

論 22
・ 論 22

論 2 2
Ⅰ 1 1
Ⅱ 2 2

1 1
（ ） 2 2

1
学 の の 法 1

1
1

年　次　及　び　単　位　数
備　考１年 2年 3年 4年

　7 . 関 科目

区
分

授業科目

区
分

授業科目

関

科
目

A
P
Q
科
目

備　考１年 2年 3年 4年
年　次　及　び　単　位　数

計

計
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 別表１　（ ）商学部・ 業学科

　１．異文化交流科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
英会話Ⅰ 9 9
英会話Ⅱ 9 9
英会話Ⅲ 6
英会話・作文Ⅰ 6 6
英会話・作文Ⅱ 4 4
中国語Ⅰ 9 9
中国語Ⅱ 9 9
留学中国語 12 12
海外中国語 15 15
中国語会話・作文Ⅰ 6 6
中国語会話・作文Ⅱ 4 4
韓国語Ⅰ 9 9
韓国語Ⅱ 9 9
留学韓国語 12 12
海外韓国語 15 15
韓国語会話・作文Ⅰ 6 6
韓国語会話・作文Ⅱ 4 4
論理と思考A 3 3
論理と思考B 3 3
近代社会と倫理学A 3 3
近代社会と倫理学B 3 3
哲学と社会思想A 3 3
哲学と社会思想B 3 3
市民社会と自由A 3 3
市民社会と自由B 3 3
日本近代とアジアA 3 3
日本近代とアジアB 3 3
東アジアの動きA 3 3
東アジアの動きB 3 3
日本文化と東アジアＡ 3 3
日本文化と東アジアB 3 3
日本文学と日本語A 3 3
日本文学と日本語B 3 3
国際経済の動きA 3 3
国際経済の動きB 3 3
言語の科学A 2 2
言語の科学B 2 2
国際社会と異文化交流A 2 2
国際社会と異文化交流B 2 2
異文化と言語Ａ 2 2
異文化と言語Ｂ 2 2
国際社会と安全保障Ａ 2 2
国際社会と安全保障Ｂ 2 2
スポーツの科学 2 2
中国社会文化特講 1 1
韓国社会文化特講 1 1
社会と経済（中国） 2 2
社会と経済（韓国） 2 2
キャリアリテラシー 3 3
地域比較開発論 3 3
都市比較デザインの現状 3 3
現代社会と情報ネットワークＡ 3 3
現代社会と情報ネットワークＢ 3 3
文化心理学Ａ 3 3
文化心理学Ｂ 3 3
ＩＴ＆メディアＡ 2 2
ＩＴ＆メディアＢ 2 2
東アジア比較開発Ａ 2 2
東アジア比較開発Ｂ 2 2
異文化コミュニケーションA 1 1
異文化コミュニケーションB 1 1
異文化コミュニケーションC 1 1
異文化コミュニケーションD 1 1
異文化コミュニケーションE 1 1
異文化コミュニケーションF 1 1

4年
計

語
　
　
学

（卒業要件）
必修科目（語学9単
位以上、専門基礎
科目15単位以上、
専門科目（ゼミナー
ル科目）4単位以
上）を含み、合計
124単位以上（ただ
し、自由科目を除
く。）

社
　
　
会
　
　
と
　
　
文
　
　
化

区
分

授業科目

年　次　及　び　単　位　数
備　考１年 2年 3年
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１．異文化交流科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
異文化コミュニケーションG 11
異文化コミュニケーションH 11
社会文化ゼミナール 22
異文化ゼミナール 22

２．専門基礎科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
経済と社会の仕組みⅠ 33
経済と社会の仕組みⅡ 22 15単位以上

経済システム理論Ⅰ 33
経済システム理論Ⅱ 22
コンピュータ・リテラシーⅠ 33
コンピュータ・リテラシーⅡ 22

小　　計 0 0 9 6 0 0 0 0 15

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
経済理論A 3 3
経済理論B 2 2
応用経済A 3 3
応用経済B 2 2
北海道経済論 2 2
日本経済論A 22
日本経済論B 22
現代中国経済論 22
現代韓国経済論 22
比較企業形態論 22
アジア比較文化論 2 2
アメリカ比較文化論 2 2
比較経済論A 22
比較経済論B 2 2

22
環境科学論 22
環境経済論 22
公共経済論 2 2
労働経済論 22
情報社会と統計 22
社会心理学 2 2
地域交通体系論 22
都市計画論 22
民法基礎 22
商法基礎 2 2
経済法 2 2
労働法 2 2
法社会の基礎 2 2
現代アメリカ政治A 22
現代アメリカ政治B 22
社会調査方法論Ａ 22
社会調査方法論Ｂ 22
地域コニュニティ論 2 2
現代中国論Ａ 22
現代中国論Ｂ 22
東アジア政治思想Ａ 22
東アジア政治思想Ｂ 22

専

門

関

連

科

目

年　次　及　び　単　位　数
備　考１年 2年 3年 4年

計

専
門
基
礎
科
目

３．専門関連科目

区
分

授業科目

備　考１年 2年 3年 4年
計

計

社
会
と
文
化

区
分

授業科目

年　次　及　び　単　位　数

区
分

授業科目

年　次　及　び　単　位　数
備　考１年 2年 3年 4年

国際関係論（政治学を含む）
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1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
特 講 Ⅰ

特 講 Ⅱ

特 講 Ⅲ

特 講

特別ゼミナールⅠ

特別ゼミナールⅡ

特別ゼミナールⅢ

特別ゼミナール

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
ーケティン Ⅰ 3 3
業経 論Ⅰ 3 3

システ 論Ⅰ 3 3
ア ンティン Ⅰ 2 2

理論Ⅰ 3 3
国際経 論Ⅰ 3 3

流システ 論Ⅰ 3 3
理会計論Ⅰ 3 3

経 分 論Ⅰ 3 3
流 論Ⅰ 3 3
ーケティン Ⅱ 3 3
業経 論Ⅱ 3 3

システ 論Ⅱ 3 3
ア ンティン Ⅱ 2 2

理論Ⅱ 3 3
国際経 論Ⅱ 3 3

流システ 論Ⅱ 3 3
理会計論Ⅱ 3 3

経 分 論Ⅱ 3 3
流 論Ⅱ 3 3
流 論 2 2

論 2 2
国際 論 2 2
アント ナーシッ 論 2 2
国際 ジネスコミュニケーション 2 2
国際経 論 2 2
中 業経 論 2 2

業経 論 2 2
表論 2 2

計 論 2 2
コ ース ゼミナールⅠ 2 2 ゼ

コ ース ゼミナールⅡ 2 2 4単

コ ース ゼミナールⅢ 2 2
コ ース ゼミナール 2 2
卒業論文 4 4

　5 業学科専門科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
学Ⅰ 3 3

業論Ⅰ 3 3
地理論Ⅰ 3 3

論Ⅰ 3 3
業論Ⅰ 3 3
論Ⅰ 3 3

情報学Ⅰ 3 3

年　次　及　び　単　位　数
備　考１年 2年 3年 4年

計

Ａ

区
分

授業科目

　 ．専門 科目

区
分

授業科目

専
門

科
目

Ａ

　4 商学科専門科目

Ｂ

計

年　次　及　び　単　位　数

１

１

１

年　次　及　び　単　位　数

区
分

授業科目 備　考１年 2年 3年 4年

１

１

１

備　考１年 2年 3年 4年
計

１

１
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 　5 業学科専門科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
学Ⅱ 3 3
業論Ⅱ 3 3

地理論Ⅱ 3 3
論Ⅱ 3 3

業論Ⅱ 3 3
論Ⅱ 3 3

情報学Ⅱ 3 3
2 2

論 2 2
論 2 2
論 2 2

地域 論 2 2
論 2 2

ジネス論 2 2
文化論 2 2
業 2 2

ツーリ 2 2
ゼミナールⅠ 2 2 ゼミナール科目

ゼミナールⅡ 2 2 4単位以上

ゼミナールⅢ 2 2
ゼミナール 2 2

卒業論文 4 4

　6 専門キャリアアッ 科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
情報 理論Ⅰ 2 2
情報 理論Ⅱ 2 2
情報 理論Ⅲ 2 2

業 論Ⅰ 2 2
業 論Ⅱ 2 2
業 論Ⅲ 2 2
業 論 2 2

社会 論Ⅰ 2 2
社会 論Ⅱ 2 2
社会 論Ⅲ 2 2
社会 論 2 2
社会 論 2 2

会計論Ⅰ 2 2
会計論Ⅱ 2 2
会計論Ⅲ 2 2

商 論Ⅰ 2 2
商 論Ⅱ 2 2
商 論Ⅲ 2 2
商 論 2 2
Ａ （専門 中国語）Ⅰ 2 2
Ａ （専門 中国語）Ⅱ 2 2
Ａ （専門 中国語）Ⅲ 2 2
Ａ （専門 中国語） 2 2
Ａ （専門 韓国語）Ⅰ 2 2
Ａ （専門 韓国語）Ⅱ 2 2
Ａ （専門 韓国語）Ⅲ 2 2
Ａ （専門 韓国語） 2 2
Ａ （Ｔ Ｉ 英語）Ⅰ 2 2
Ａ （Ｔ Ｉ 英語）Ⅱ 2 2
Ａ （Ｔ Ｉ 英語）Ⅲ 2 2
Ａ （Ｔ Ｉ 英語） 2 2

備　考１年 2年 3年 4年
計

区
分

授業科目

年　次　及　び　単　位　数

年　次　及　び　単　位　数
備　考１年 2年 3年 4年

計

Ｂ

区
分

授業科目

A
　

　

　
科
目
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6 .専門 リアア 科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
ンターンシ Ⅰ 2 2
ンターンシ Ⅱ 2 2
業 Ⅰ 22
業 Ⅱ 2 2 科目

商業科 法Ⅰ 2 2 科目

商業科 法Ⅱ 2 2 科目

公民科 法Ⅰ 2 2 科目

公民科 法Ⅱ 2 2 科目

1セ 2セ 3セ 4セ 5セ 6セ 7セ 8セ
論 22

理 22
心理学 22
経 論 22

論 22
方法論 2 2

論 22
・ 論 22

論 2 2
Ⅰ 1 1
Ⅱ 2 2

1 1
（ ） 2 2

11
学 の の 法 11

年　次　及　び　単　位　数
備　考１年 2年 3年 4年

7 . 関 科目

区
分

授業科目

区
分

授業科目

関

科
目

A
P
Q
科
目

備　考１年 2年 3年 4年
年　次　及　び　単　位　数

計

計
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表２ 等 

  

区   分        

入学      ３０ ０００  

入 学     ２００ ０００  

    ２ ０００  

教   １００ ０００  

大学    １５ ０００  

＊ 、教 、大学 の 入期限は のとお 。 

     １期 ４ ２０日 

２期 ３０日。 

１．ただし、 入学 入学、 を された者に限 、 １期分の は、 の期

日までに 入しなければならない。 

２．学 １４条に き 学した者が 期の めよ 学するときは、 学 ２期分の

教 （５０ ０００ ） 大学 （１５ ０００ ）を 入しなければならない。 

 

 

表３ 受 等 

 （１）研究  

区   分        

審 査      １５ ０００  

入 学      ５０ ０００  

研 究   ２１ ０００  

＊ 本学 者 北海学園大学の 者の入学 は 除。 

 

（２） 、一 科目等 修  

区   分        

入学      ３０ ０００  

入 学      ５０ ０００  

受   
１ 位  ０００  

は、  

＊ 本学 者 北海学園大学の 者の入学 、入学 は 除。 

 

 （３）教 程（ 学 ） 

区   分        

受   

１教科 ４２ ０００  

１ 位  ０００  

は、  
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